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Ⅰ 東京都分別収集促進計画の策定の背景 
 

家庭ごみに含まれる容器包装廃棄物は、容積比で約 6 割、重量比では 2 割を超えてお

り、大きな割合を占めていることから、平成 7年 6 月に「容器包装に係る分別収集及び

再商品化の促進等に関する法律」（以下「法」という。平成 12 年 4月に完全施行）が制

定され、市町村は分別収集を、事業者は再商品化を促進することが規定された。 

都内における区市町村の分別収集の状況を見ると、ペットボトルやガラス製容器など

の品目は全域で実施されている一方、実施割合が伸びず横ばいで推移している品目もあ

り、プラスチック製容器包装などが挙げられる。 

プラスチックについて、国は、近年の海洋プラスチック問題に端を発し、令和元年 5

月に「プラスチック資源循環戦略」を策定し、３Ｒに向けた取組のマイルストーンが設

定された。その後、令和４年４月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法

律」（以下「プラスチック資源循環法」という。）を施行するなど、３Ｒ＋Renewable を

基本原則としたプラスチックの資源循環を総合的に推進している。 

都においては、令和元年 12 月に策定した「プラスチック削減プログラム」に基づき、

使い捨ての徹底的な見直し、循環的利用の高度化、焼却・熱回収からの転換など、CO₂

排出実質ゼロのプラスチック利用に向けた取組を推進している。また、プラスチック資

源循環法を受け、プラスチック資源循環の更なる促進に向けて、区市町村の取組を強く

後押ししていく。 
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Ⅱ 計画の基本的事項 
 

本計画は、都内区市町村が策定した「市町村分別収集計画」における今後 5 年間の容

器包装廃棄物の分別収集対象品目や、市町村別の容器包装廃棄物の排出量や収集見込量

を取りまとめ、都としてリサイクル促進の意義に関する知識の普及などに取り組むこと

を目的とし、都道府県分別収集促進計画として策定するものである。 
 
１ 計画の位置付け 

 

本計画の位置付けは、次のとおりである。 

（１）  法第 9 条第 1項に基づき策定する法定計画である。 

（２）  法第 9 条第 3 項に基づき、同項の基本方針「容器包装廃棄物の排出の抑制

並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方

針」（平成 18 年 12 月財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省

告示第 10 号。以下「法基本方針」という。）に即して策定する計画である。 

（３）  法第 9 条第 4 項に基づき、都内各区市町村が法第 8 条第 1 項に基づき策定

した第10期分別収集計画における分別収集見込量等を取りまとめたものとし、

各区市町村の計画の内容との整合を図っている。 

（４）  令和 3 年に策定した「東京都資源循環・廃棄物処理計画」における取組の

うち、容器包装廃棄物の排出抑制及び分別収集促進等を推進するための個別

計画である。 

 
                                           

 
２ 計画期間 

計画期間は、令和 5 年 4月を始期とする 5 年間（令和 5年度から令和 9 年度まで）

とし、3 年ごとに改定する。 

【本計画と他計画の関係】 
 
 
 

法に基づく計画策定フロー 

法基本方針 

区市町村分別収集計画 
（法第 8 条） 

東京都分別収集促進計画 

（法第 9 条） 

区市町村 
一般廃棄物処理基本計画 

東京都資源循環・ 
廃棄物処理計画 

東京都 
環境基本計画 

区
市
町
村 

東
京
都 
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３ 計画対象地域 
 

都内全区市町村 

 

４ 対象とする容器包装廃棄物の種類 
 

本計画は、容器包装廃棄物のうち、次の 10 品目を対象とする。次の区分は、「容

器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則」（平成 7 年 4

月大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第 1号）第 3 条及び第 4条に基づく。 
   

【特定分別基準適合物】 

① 無色ガラス容器 

主としてガラス製の容器（ホウケイ酸ガラス製のもの及び

乳白ガラス製のものを除く。以下同じ。）であって、無色の

もの 

② 茶色ガラス容器 主としてガラス製の容器であって、茶色のもの 

③ その他ガラス容器 
主としてガラス製の容器であって、無色又は茶色のもの以

外のもの 

④ 紙製容器包装 
主として紙製の容器包装であって、段ボール又は飲料用紙

パックであるもの以外のもの 

⑤ ペットボトル 
主としてポリエチレンテレフタレート製の容器であって、

飲料又はしょうゆ等を充てんするためのもの 

⑥ プラスチック製容器包装 

（白色トレイ含む。） 

主としてプラスチック製の容器包装であって、ペットボト

ル以外のもの（白色の発泡スチロール製食品トレイを含

む。） 

【法第 2 条第 6 項に規定する主務省令で定める容器包装廃棄物】 

⑦ スチール缶 主として鋼製の容器包装 

⑧ アルミ缶 主としてアルミニウム製の容器包装 

⑨ 段ボール 主として段ボール製の容器包装 

⑩ 飲料用紙パック 
主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするため

のもの 

 

 

 

 

 

※「特定分別基準適合物」 

  区市町村が分別収集計画に基づき分別収集した容器包装廃棄物のうち、環境省令で定めた基準に適合す

るものであって、主務省令で定める設置基準に適合する施設として主務大臣が指定した施設に保管されてい

るもの（有償又は無償で譲渡できることが明らかで再商品化をする必要がない物として主務省令で定めるも

のを除く。）である。特定事業者に再商品化が義務付けられている品目である。 
 

※「法第 2 条第 6 項に規定する主務省令で定める容器包装廃棄物」 

  有償又は無償で譲渡できることが明らかで再商品化をする必要がない物として主務省令で定めるもので

ある。これらは、分別収集されれば有価となり再商品化を義務付けなくとも市場の中でリサイクルされるた

め、特定事業者に再商品化は義務付けられていないが、分別収集計画においては、その計画量等を記載する

こととなっている。 
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５ 第 9 期計画までの進捗状況 
 

第 1 期計画（平成 9～13 年度）から第 9期計画（平成 29～令和 3 年度まで）にお

ける分別収集量の実績は、次のグラフのとおりである。平成 9年の法施行以降、分

別収集実施自治体数が漸次的に増加したことに伴い、分別収集量もほぼ年々増加し

ている。 

品目別の分別収集量の実績の推移を見ると、ペットボトルとプラスチック製容器

包装が年々大幅に分別収集量を伸ばしてきた一方で、それ以外の品目については、

ほぼ横ばいで推移している。 

また近年では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、家庭ごみについては、

商品運搬用の箱や容器などが増加するなど、廃棄物の排出パターンに変化が見られ

る。 
      

【都内における容器包装廃棄物の分別収集量の実績の推移】 

 
 

※平成 9 年度から平成 11 年度までは、プラスチック製容器包装、紙製容器包装及び段ボールについては法の対象と

されていなかったが、平成 12年 4 月から、法の完全施行に伴い、新たに対象品目に追加された。 

  
 【参考】別表第１ 区市町村別分別収集状況（令和３年度実績） 
 【参考】別表第２ 区市町村別分別収集量（令和３年度実績） 
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Ⅲ 都内各区市町村における対象品目ごとの分別収集計画策定状況 
 

都では、全 62 区市町村で第 10 期分別収集計画を策定している。本計画期間における

対象品目ごとの分別収集実施自治体数は表１及び表２のとおりである。 
 

１ 特定分別基準適合物 
 

（１） 無色ガラス容器 

都全体では、第 9 期計画の分別収集実施見込自治体数の 60 自治体（97％）か 

ら 1 自治体増（島しょ地域 1 増）の 61 自治体（98％）で分別収集の実施が見込

まれている。 

 

（２） 茶色ガラス容器 

都全体では、第 9 期計画の分別収集実施見込自治体数の 60 自治体（97％）か 

ら 1 自治体増（島しょ地域 1 増）の 61 自治体（98％）で分別収集の実施が見込

まれている。 

 

（３） その他ガラス容器 

都全体では、第 9期計画に引き続き、本計画期間においても、61 自治体（98％） 

（島しょ地域 1減 1増）で分別収集の実施が見込まれている。 

 

（４） 紙製容器包装 

都全体では、第 9期計画に引き続き、本計画期間においても、14 自治体（23％） 

（増減なし）で分別収集の実施が見込まれている。 

 

（５） ペットボトル 

第 9 期計画に引き続き、本計画期間においても、全ての自治体で分別収集の 

実施が見込まれている。 

 

（６） プラスチック製容器包装 

都全体では、第 9 期計画の分別収集実施見込自治体数の 57 自治体（92％）か 

ら 1 自治体増（多摩地域 1 増）の 58 自治体（94％）で分別収集の実施が見込ま

れている。 

 

（７） プラスチック製容器包装のうち白色トレイ 

都全体では、第 9期計画に引き続き、本計画期間においても、23 自治体（37％） 

（多摩地域 1減 1 増）で分別収集の実施が見込まれている。 

 

 

２ 法第 2 条第 6 項に規定する主務省令で定める物 
 

（１） スチール缶 

第 9 期計画に引き続き、本計画期間においても、全ての自治体で分別収集の 

実施が見込まれている。 

 

（２） アルミ缶 

第 9 期計画に引き続き、本計画期間においても、全ての自治体で分別収集の 

実施が見込まれている。 

 

（３） 段ボール 

都全体では、第 8 期計画の分別収集実施見込自治体数の 58 自治体（94％）か 

ら 1 自治体増（島しょ地域 1 増）の 59 自治体（95％）で分別収集の実施が見込
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まれている。 

 

（４） 飲料用紙パック 

都全体では、第 9期計画に引き続き、本計画期間においても、53 自治体（85％） 

（増減なし）で分別収集の実施が見込まれている。 

 

 

表１ 特定分別基準適合物 

対象品目 区分 

第 9期 第 10 期 

3 年度 

5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 9 年度 計画 

実績 

無色ガラス

容器 

都全体 
60(97%) 

59(95%) 59(95%) 60(97%) 60(97%) 61(98%) 
61(98%) 

 
23 区 

23(100%) 
23(100%) 23(100%) 23(100%) 23(100%) 23(100%) 

23(100%) 

 
多摩 

30(100%) 
30(100%) 30(100%) 30(100%) 30(100%) 30(100%) 

30(100%) 

 
島しょ 

7(78%) 
6(67%) 6(67%) 7(78%) 7(78%) 8(89%) 

8(89%) 

茶色ガラス

容器 

都全体 
60(97%) 

59(95%) 59(95%) 60(97%) 60(97%) 61(98%) 
61(98%) 

 
23 区 

23(100%) 
23(100%) 23(100%) 23(100%) 23(100%) 23(100%) 

23(100%) 

 
多摩 

30(100%) 
30(100%) 30(100%) 30(100%) 30(100%) 30(100%) 

30(100%) 

 
島しょ 

7(78%) 
6(67%) 6(67%) 7(78%) 7(78%) 8(89%) 

8(89%) 

その他ガラ

ス容器 

都全体 
61(98%) 

60(97%) 60(97%) 61(98%) 61(98%) 61(98%) 
62(100%) 

 
23 区 

23(100%) 
23(100%) 23(100%) 23(100%) 23(100%) 23(100%) 

23(100%) 

 
多摩 

30(100%) 
30(100%) 30(100%) 30(100%) 30(100%) 30(100%) 

30(100%) 

 
島しょ 

8(89%) 
7(78%) 7(78%) 8(89%) 8(89%) 8(89%) 

9(100%) 
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紙製 

容器包装 

都全体 
14(23%) 

14(23%) 14(23%) 14(23%) 14(23%) 14(23%) 
10(16%) 

 
23 区 

3(13%) 
3(13%) 3(13%) 3(13%) 3(13%) 3(13%) 

4(17%) 

 
多摩 

8(27%) 
8(27%) 8(27%) 8(27%) 8(27%) 8(27%) 

4(13%) 

 
島しょ 

3(33%) 
3(33%) 3(33%) 3(33%) 3(33%) 3(33%) 

2(22%) 

ペットボトル 都全体 
62(100%) 

62(100%) 62(100%) 62(100%) 62(100%) 62(100%) 
62(100%) 

プラスチック

製容器包装 

都全体 
57(92%) 

58(94%) 58(94%) 58(94%) 58(94%) 58(94%) 
56(90%) 

 
23 区 

23(100%) 
23(100%) 23(100%) 23(100%) 23(100%) 23(100%) 

23(100%) 

 
多摩 

29(97%) 
30(100%) 30(100%) 30(100%) 30(100%) 30(100%) 

29(97%) 

 
島しょ 

5(56%) 
5(56%) 5(56%) 5(56%) 5(56%) 5(56%) 

4(44%) 

(うち白色ト

レイ) 

都全体 
23(37%) 

23(37%) 22(35%) 22(35%) 22(35%) 22(35%) 
19(31%) 

 
23 区 

11(48%) 
11(48%) 10(43%) 10(43%) 10(43%) 10(43%) 

7(30%) 

 
多摩 

10(33%) 
10(33%) 10(33%) 10(33%) 10(33%) 10(33%) 

10(33%) 

 
島しょ 

2(22%) 
2(22%) 2(22%) 2(22%) 2(22%) 2(22%) 

2(22%) 

 
 
表２ 法第 2 条第 6 項に規定する主務省令で定める物 

対象品目 区分 

第 9期 第 10 期 

3 年度 

5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 9 年度 計画 

実績 

スチール缶 都全体 
62(100%) 

62(100%) 62(100%) 62(100%) 62(100%) 62(100%) 
62(100%) 

アルミ缶 都全体 
62(100%) 

62(100%) 62(100%) 62(100%) 62(100%) 62(100%) 
62(100%) 

※数字は自治体数、括弧内はその割合を示す 
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 【参考】別表第１ 区市町村別分別収集状況（令和 3 年度収集実績） 
 【参考】別表第３ 区市町村別分別収集実施予定状況（令和 5 年度～令和 9 年度） 

段ボール 

都全体 
58(94%) 

58(94%) 58(94%) 58(94%) 58(94%) 59(95%) 
56(90%) 

 
23 区 

23(100%) 
23(100%) 23(100%) 23(100%) 23(100%) 23(100%) 

22(96%) 

 
多摩 

30(100%) 
30(100%) 30(100%) 30(100%) 30(100%) 30(100%) 

30(100%) 

 
島しょ 

5(56%) 
5(56%) 5(56%) 5(56%) 5(56%) 6(67%) 

4(44%) 

飲料用 

紙パック 

都全体 
53(85%) 

53(85%) 53(85%) 53(85%) 53(85%) 53(85%) 
47(76%) 

 
23 区 

22(96%) 
22(96%) 22(96%) 22(96%) 22(96%) 22(96%) 

19(83%) 

 
多摩 

27(90%) 
27(90%) 27(90%) 27(90%) 27(90%) 27(90%) 

25(83%) 

 
島しょ 

4(44%) 
4(44%) 4(44%) 4(44%) 4(44%) 4(44%) 

3(33%) 

※数字は自治体数、括弧内はその割合を示す 
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Ⅳ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み 

（法第 9条第 2 項第 1 号） 
 

各年度における容器包装廃棄物の都内排出量の見込みは次の表のとおりである（区市

町村別の詳細は別表第 4 参照）。 
 

 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 9 年度 

容器包装廃棄物 817,847 819,598 820,050 822,483 824,343 

 

 

Ⅴ 各年度における容器包装廃棄物の分別収集量の見込み 

 
１ 各年度において得られる特定分別基準適合物ごとの分別収集量の見込み  

（法第 9条第 2 項第 2 号） 
 

容器包装廃棄物のうち、都内の各区市町村が市町村分別収集計画に基づく分別収

集を実施して得られる特定分別基準適合物ごとの量の見込みは次の表のとおりで

ある（区市町村別の詳細は別表第 5参照）。 

 
   

品目 3 年度実績 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 9 年度 

無色ガラス容器 44,980  44,376  44,242 44,086  43,928  43,857  

茶色ガラス容器 22,649  22,597  22,638  22,688  22,706  22,782  

その他ガラス容器 45,109  46,756  46,692  46,601  46,494  46,451  

紙製容器包装 3,967  2,000  2,021  2,043  2,070  2,095  

ペットボトル 55,057  55,773  56,563  57,359  58,134  58,975  

プラスチック

製容器包装 
82,516  84,105  96,636  104,973  112,735  113,981  

(うち白色トレイ) 121  234  203  209  214  220  

合計 254,278 255,606  268,791  277,749  286,066  288,140  

 

 

 

 

 

 

 

（単位：ｔ） 

（単位：ｔ） 
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２ 各年度において得られる法第 2条第 6項に規定する主務省令で定め 

る物の量の見込み（法第 9条第 2 項第 3 号） 
 

容器包装廃棄物のうち、都内の各区市町村が市町村分別収集計画に基づく分別収

集を実施して得られる、法第 2条第 6 項に規定する主務省令で定める物の量の見込

みは、次の表のとおりである（区市町村別の詳細は別表第 6参照）。 

 
 

品目 3 年度実績 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 9 年度 

スチール缶 17,900  18,551  18,502  18,456  18,376  18,342  

アルミ缶 20,434  21,335  21,436  21,541  21,645  21,753  

段ボール 156,708  178,179  180,441  182,722  185,043  187,592  

飲料用紙パック 1,101  1,227  1,233  1,238  1,243  1,250  

合計 196,143  219,292  221,612  223,957  226,308  228,937  

 

 

３ 各年度における容器包装廃棄物の分別収集量の見込み（１と２の合計） 
 

容器包装廃棄物のうち、都内の各区市町村が市町村分別収集計画に基づく分別収

集を実施して得られる物の量の見込み（特定分別基準適合物と、法第 2条第 6 項に

規定する主務省令で定める物の分別収集見込量の合計）は、次の表のとおりである。 

 
  

 3 年度実績 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 9 年度 

分別収集見込量 

合計（１＋２） 
450,421  474,898  490,403  501,706  512,374  517,077 

1 特定分別基準適合物 254,278  255,606  268,791  277,749  286,066  288,140  

2 法第2条第6項に規

定する主務省令で

定める物 
196,143  219,292  221,612  223,957  226,308  228,937  

 

（単位：ｔ） 

（単位：ｔ） 

11



 
 

 

４ 第 10 期計画における分別収集見込量のまとめ 
 

本計画期間における容器包装廃棄物の分別収集見込量は、次のグラフのとおりで

ある。分別収集見込量は、年々緩やかに増加していく傾向にある。 

 
  

【都内における容器包装廃棄物の分別収集見込量の推移】 

 

 
 

 

 

≪本計画期間における排出見込量と分別収集見込量≫ 
 

 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度 9 年度 

排出見込量 817,847 819,598 820,050 822,483 824,343 

分別収集見込量 474,898  490,403  501,706  512,374  517,077 
回収率（分別収集見

込量/排出見込量） 
58.1% 59.8% 61.2% 62.3% 62.7% 

（単位：ｔ） 
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「排出量の見込み（排出見込量）」とは、一般廃棄物排出量、一般廃棄物に占める容

器包装廃棄物の比率、区市町村が関与する集団回収量や拠点回収量等の現状及び見込

みをもとに、容器包装廃棄物総体の排出量を推計したものである。 

    一方、「分別収集量の見込み（分別収集見込量）」は、排出見込量のうち、区市町村

により分別収集が行われ、再商品化される容器包装廃棄物の量のことである。 

   排出見込量と分別収集見込量の差は、分別収集が行われずに他のごみと一緒に処理

されたり、分別の不徹底によって他のごみに混入したりすること等により生じるもの

である。 

なお、排出見込量は、各区市町村がごみの組成調査による一般廃棄物に占める容器

包装廃棄物の比率等により算定しており、分別収集見込量は、過去の容器包装廃棄物

の分別収集実績や人口変動率等を勘案して算定している。 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

【参考（過去 5 年間の回収率と実施率）】 
  

 
第 8 期計画 第 9 期計画 

H29 年度 H30 年度 R 元年度 R2 年度 R3 年度 
排出見込量 753,026 754,217 755,457 777,140 777,163 

分別収集見込量 407,018 409,658 414,081 412,838 415,162 
分別収集実績量 389,573 394,972 404,160 452,244 450,420 

回収率（分別収集見込

量/排出見込量） 
54.1% 54.3% 54.8% 53.1% 53.4% 

実施率（分別収集実績

量/分別収集見込量） 
95.7% 96.4% 97.6% 109.5% 108.5% 

 

排出見込量（Ⅳ） 

分別収集見込量（Ⅴ） 

分別収集実績量 

 

※ 「Ⅳ 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み」と「Ⅴ 各年度における 

容器包装廃棄物の分別収集量の見込み」の関係 

 

分別の不徹底等により、 
他のごみに混入した量を含む。 

（単位：ｔ） 
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Ⅵ 容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別収集の促進の意義に関す 

る知識の普及、区市町村相互間の分別収集に関する情報の交換

の促進、その他分別収集の促進に関する事項 

（法第 9条第 2 項第 4 号） 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

１  容器包装廃棄物の排出の抑制及び分別収集の促進の意義に関する知識

の普及 
 

（１） 普及啓発の推進 
 

都のホームページ等の広報媒体を活用し、東京都分別収集促進計画や容器包 

装リサイクル法などについて紹介を行う。 

また、九都県市 で連携し、容器包装のほか、ワンウェイプラスチック製品な 

どの削減に向けた広域的な普及啓発に取り組んでいく。 

 

（２） 使い捨て型のライフスタイルの見直し  
 

持続可能な資源利用を推進するためには、廃棄物の発生抑制の観点で、製品 

や容器を繰り返し使用するリユースなどを通じて、身近なところから使い捨て

型ライフスタイルを見直していくことが重要である。 

そのため、区市町村や都、事業者等と連携して容器包装廃棄物の削減に取り 

組むとともに、各種のイベントで導入を促進していく。 

また、令和 2 年 7 月からレジ袋の有料化が義務付けられ、都はこれをライフ 

スタイルを見直す出発点として、ワンウェイプラスチックの削減、ひいては海

洋プラスチックごみ問題をはじめとする環境問題解決に向けた取組の必要性を

広く情報発信していく。 

 

（３） 環境学習の推進 
 

容器包装廃棄物をできるだけ発生させないライフスタイルを実現させるため 

には、特に将来を担っていく子供たちが積極的に循環型社会づくりに参加する

ことが重要である。そのため、中央防波堤埋立最終処分場など見学会に来る子

供たちに対し、環境学習施設を十分に活用しながら情報発信等を行い、容器包

装廃棄物を含む廃棄物のリサイクル及び排出抑制の必要性について知識の普及

を図る。 
 
     
 

                                                   
  九都県市とは、埼玉県・千葉県・東京都・ 神奈川県・横浜市・川崎市・千葉市・さいたま 
市・相模原市の計 9自治体のことをいう。九都県市は、共同で九都県市首脳会議及びその下部 
組織として廃棄物問題検討委員会を設置し、首都圏における廃棄物問題の解決に向け、地域間 
の連携を強化している。 

 容器包装廃棄物の排出抑制及び分別収集を促進し、循環型社会を実現させるために

は、都民・事業者・区市町村・都が、それぞれの適切な役割分担と相互の密接な連携

のもと、取組を推進していく必要がある。 
 都道府県の役割は、市町村の責務が十分に果たされるように市町村に対して必要な

技術的援助を与える（法第 6 条第 2 項）とともに、国の施策に準じて、容器包装廃棄

物の排出の抑制及び分別基準適合物の再商品化等を促進するよう必要な措置を講ずる

ことに努めなければならない（法第 6 条第 3 項）とされており、都は、次の取組を通

じて、都内における容器包装廃棄物の排出抑制及び分別収集の促進等を図っていく。 
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２  区市町村相互間の分別収集に関する情報の交換の促進  
    

（１） 区市町村との意見交換及び情報共有 
   

区市町村との情報連絡等を目的として開催している廃棄物行政講習会や廃棄 

物行政連絡会等の会議体を活用し、法制度の仕組みや趣旨、全国及び都内区市

町村の分別収集の取組実績、先進事例等の様々な情報を提供し、意見交換をし

ながら情報を共有する。 

 

（２） 持続可能な資源利用に向けた取組 
   

「今後の資源循環施策に関する区市町村と都との共同検討会」において、持 

続可能な資源利用の推進と、埋立処分量の更なる削減を目指し、「プラスチック

製容器包装の分別収集促進」について、都内区市町村と情報共有・検討し、連

携して資源を無駄にしない取組を行っていく。 

またプラスチック資源循環法の施行に伴い、都内区市町村が円滑に分別収集 

を開始できるように、技術的助言により支援していく。 

 

（３） 家庭ごみの有料化の促進 
 
家庭ごみの有料化は、一般廃棄物の排出抑制及び分別収集を促進する有効な 

手段であるため、「今後の資源循環施策に関する区市町村と都との共同検討会」

において、家庭ごみ有料化導入済の自治体の取組等を調査し、課題整理を行っ

ていく。 

    

（４） 分別収集実施品目の拡大の働きかけ（離島対策） 
   

      現在、紙製容器包装等一部の品目を除くほとんどの対象品目について、都内

のほぼ全ての区市町村が分別収集を実施している。しかし、地域別で見ると、

23 区と多摩地域に比べ、島しょ地域においては、分別収集実施品目が少ないの

が実情である。 

島しょ地域におけるリサイクル率の向上及び容器包装廃棄物の分別収集品目

を拡大するために、島しょ地域の特殊事情を踏まえた上で、都として、必要な

支援を実施していく。 

 

 ３   その他分別収集の促進に関する事項 
 

第 10期計画における分別収集計画量と、分別収集実績量が乖離していないか、 

毎年実施している実績量調査において確認を行うとともに、乖離が生じている

区市町村に対しては、その原因について聞き取りを行い、必要に応じて技術的

助言を行う。 
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